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網屋信介⽒代理⼈に対する電⼦メール送付に関するお知らせ 
 
 

当社は、本⽇、網屋信介⽒代理⼈に対して、添付書類「ご連絡」の通り電⼦メールを送付いたしまし
たので、お知らせいたします。 
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令和３年５月６日 

網屋信介様代理人 

弁護士 内藤順也 先生 外 

（ＦＡＸ ） 

ご連絡 

アジア開発キャピタル株式会社 

代表取締役 アンセム ウォン 

 

 

前略 過日、貴職らより、弊社に対し、東京地方裁判所を通じ、仮処分の申立及び

間接強制の申立がされましたが、同各申立に関連し、又は弊社に対する証券取引等

監視委員会による調査に関連し、貴職ら又は網屋信介様ご本人より、弊社役員ら及

び従業員、弊社子会社役員及び従業員、並びに弊社監査法人等に対して直接架電さ

れ、又はＳＭＳで連絡された事実が確認されています。 

 そもそも、網屋信介様に関しては、既に貴職らが代理人として就かれている関係

から、直接交渉を制限された立場にあり、同氏からの連絡に対して弊社役員ら等が

反駁を事実上制限される立場にある上、その連絡において、網屋信介様自身が携わ

った取引に関する事実確認を行うのにとどまらず、弊社又は当方の業務執行に対す

る特定の働きかけを求められたり、投稿削除仮処分の審尋において特定の供述に誘

導されたり、証券取引等監視委員会の調査状況に関する質問が行われるなど、前記

弊社役員ら等において同連絡に対して困惑している旨報告を得ております。 

 既に、網屋信介様は、弊社役員を退任されており、弊社役員ら等に対する何らの

働きかけを行う権限を有さず、弊社ないし当方の業務執行又は弊社に対する証券取

引等監視委員会による調査に対して回答を求めることができる立場にないことから、

以後、同様の働きかけは厳にお控えください。また、それらの点を措くとしても、

個人に対して特定の供述に誘導するような働きかけを行うことは、個人の自由意思



 

 
 

による供述を阻害するものであって、事実又はその事実に基づく判断を歪曲するも

のであって信義に悖るものであることから、厳にお慎みください。 

 以後、弊社役員ら等に対するご連絡は、すべて貴職らからの連絡に統一いただき、

かつ文書でご連絡いただきますよう合わせてお願い申しあげます。 

なお、株式会社トレードセブンが計上した蓄電装置にかかる売上については、現

在、弊社と独立した特別調査委員会が必要な調査を行っていることから、一連の取

引にかかる嫌疑に対して網屋信介様がご主張を行う上で最も端的な組織が組成され

たことになります。網屋信介様の身の潔白を証明される上でも、同調査委員会の調

査に積極的にご協力いただきますようお願い申し上げます。 

草  々
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